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１ 電子申請届出システムによる提出について                         

下記申請について、令和７年６月１日から、原則「電子申請届出システム」による提出とします。 

⚫ 指定申請 

⚫ 指定更新申請 

⚫ 変更届出 

⚫ 廃止・休止届出 

⚫ 再開届出 

⚫ 加算に関する届出 

電子申請届出システムを利用するには、デジタル庁よりＧビズＩＤを取得する必要があります（取得

には書類申請だと１週間程度要します）。 

利用までの流れなどの詳細については、本市ホームページを参照してください。 

（https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/iryo_kenko_fukushi/3/2/2/8142.html） 

 

（１）介護報酬加算等体制の変更に係る届出日及び加算算定開始月については、以下のとおりです。 

  原則として、加算の算定を開始する月の前月の１５日までに体制届を提出してください。なお、認

知症対応型共同生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につきましては、加算の算定

を開始する月の初日に届出を行うことでも当該月からの加算の算定をすることができます。 

 サービス区分 届出日 加算算定開始月 

 

 

 

原

則 

居宅介護支援事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

地域密着型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 

訪問型サービス 

通所型サービス 

届出受理日が毎月 15日以前 翌月 

届出受理日が毎月 16日以降 翌々月 

施

設

の

み 

認知症対応型共同生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

届出受理日が月の初日 当該月 

届出受理日が月の初日以外 翌月 

 

（２）その他 

次ページからのサービス毎の提出要件等については、集団指導では割愛します。詳細は、本市ホーム

ページ「申請・届出について」に掲載の「各種届出（報酬基準編）」を参照してください。 

（https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/iryo_kenko_fukushi/3/2/2/4442.html） 
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